
～ 平成31年度 新たに府立高校２校に設置 ～

大阪府立高校４校で『通級による指導』を実施します

「通級による指導」とは通常の学級に在籍する障がいのある生徒が、大部分の授業を在籍する通常の学級

で受けながら、一部の授業について、障がいの特性に応じた特別の指導を特別な場（通級指導教室）で

受ける指導の形態です。

● 新たに府立高校2校に通級指導教室を設置し、府立高校4校で指導を実施します。

府立大手前高校 府立柴島高校

府立岬高校 府立松原高校

● 当面の間、発達障がい（＊）の特性のある生徒を対象とします。
（＊）自閉症、情緒障がい、ＬＤ、ＡＤＨＤ

● 当面の間、「自校通級」を基本とします。

 設置校以外に在籍する障がいのある生徒については、支援学校のセンター的機能等を活用し、

生徒の特性に応じて、個別に対応します。

【お問合せ先】大阪府教育庁教育振興室支援教育課（TEL：06-6941-0351 内線：4722）

【 案 内 】
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府立柴島高校（H30設置）

府立岬高校（H31新設置）

府立松原高校（H30設置）

府立大手前高校（H31新設置）


